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監 査 結 果 報 告 書 

 

第１ 監査の種類 

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく監査 

 

第２ 監査の対象 

監査の実施に当たっては、令和６年度の出納その他の事務事業の執行を対象とした。

監査の対象施設及び指定管理者は、管理業務内容や運営の実態等を勘案し、協議によ

り次の指定管理者を選定した。 

監査対象施設名 指定管理者 所管課 

京丹後市てんきてんき村関連施設

京丹後市宇川温泉よし野の里 

株式会社ラソクラフト 
商工観光部／ 

観光振興課 
京丹後市天女の里交流施設 株式会社技研サービス 

 

第３ 監査の実施期間  

書類審査 令和７年１０月１５日から令和７年１１月１７日まで 

説明聴取 令和７年１１月５日 

 

第４ 監査の着眼点 

主な着眼点は、次のとおりである。 

１ 指定管理者関係 

(1) 施設は、関係法令、基本協定書等に基づき適切に管理されているか。 

(2) 基本協定書等に基づく義務の履行は、適切に行われているか。 

(3) 施設の管理に係る会計処理は、適正に行われているか。 

(4) 事業計画書、事業報告書等は、適正に作成し提出されているか。 

(5) 施設管理に係る諸規程は、整備されているか。 

 

２ 所管課関係 

(1) 管理に関する協定等の締結は、適正に行われているか。 
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(2) 協定書等には、必要事項が適正に記載されているか。 

(3) 業務の履行確認は、事業報告書等により適正に行われているか。 

(4) 管理に関する経費の算定、手続等は適正に行われているか。 

(5) 指定管理者に対する指導監督は、適切に行われているか。 

 

第５ 監査の方法 

指定管理者及び所管課から事前に関係書類、帳簿等の提出又は提示を求め、監査の

着眼点に沿って書類審査を行うとともに、必要に応じて指定管理者、所管課の課長等

に質問する方法により実施した。また、現地に赴き、指定管理者等の立会いの下、施

設の概要について説明を受けた。 

 

第６ 監査の結果 

指定管理者が行った当該施設の管理運営等に係る出納その他事務の執行状況及び所

管課の指定管理者に係る事務の執行状況について、一部に留意すべき事項が見受けら

れたので、内容を十分に把握し、必要な措置を講じられたい。 

 

第７ 監査の概要 

１ 施設の概要 

（１）京丹後市てんきてんき村関連施設 京丹後市宇川温泉よし野の里 

名  称  京丹後市宇川温泉よし野の里 

所 在 地  京丹後市丹後町久僧１５６２番地 

設置条例  京丹後市てんきてんき村関連施設条例 

構  成  本館（温泉浴室等）、宿泊棟、その他附属施設 

利用時間  浴室  午前１１時から午後９時 

宿泊室 午後４時から翌日午前１０時 

その他 午前９時から午後６時 

休 館 日  木曜日（ただし祝日、５月ＧＷ、海水浴期間、年末年始を除く） 

上記以外（１２月から３月 第１、３、５週 水・木曜日 

第２、４週 木曜日） 



3 

 

指定管理者 

 株式会社ラソクラフト 

指定期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで（５年間） 

指定管理料 

１４,７６７,０００円（令和６年度） 

設置目的 

豊かな自然とふれあい、農山漁村の生活文化の実践及び体験を通して、市民

と都市住民との交流を図り、もって農林漁業の振興及び地域の活性化並びに住

民福祉の増進に資するため設置した施設である。 

 

（２）京丹後市天女の里交流施設 

名  称  京丹後市天女の里交流施設 

所 在 地  京丹後市峰山町鱒留１６４２番地 

設置条例  京丹後市天女の里交流施設条例 

構  成  総合交流ターミナル棟、コテージ（４棟）、その他付属施設 

利用時間  宿泊 午後２時から翌日午前１０時 

休憩 午前９時から午後５時 

総合交流ターミナル棟 午前９時から午後１０時 

休 業 日  なし 

指定管理者 

株式会社技研サービス 

指定期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで（５年間） 

指定管理料 

 １１,０４３,０００円（令和６年度） 

設置目的 

地域農業の振興と住民の生活向上を図るため、豊かな自然を活用した都市と

農村との交流活動の拠点として設置した施設である。 
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２ 業務内容 

   主な業務は、以下のとおりである。 

（１）管理施設及び設備の維持管理に関する業務 

（２）管理施設内外の原状回復に関する業務 

（３）管理施設の利用許可に関する業務 

（４）管理施設の利用料金の徴収に関する業務 

（５）その他、市又は指定管理者が必要と認める業務 

 

３ 監査の結果・意見 

（１）京丹後市宇川温泉よし野の里 

令和６年度は、宿泊者数、温泉利用者とも前年度より若干増加している一方、

飲食部門については、令和６年９月に２店舗のうち１店舗が閉店したため、売上

が約２４％減少したが、利用者確保のため、ニーズの把握に努め、それらに対応

したサービス提供等に努力され、地域住民の利用も多く、地域交流の場つくりに

寄与している。 

飲食関係の仕入高に対し飲食売上が低いが、その要因が宿泊料に飲食代が含ま

れているからとの説明であった。宿泊料に飲食代が含まれているのであれば、経

理を別々に管理するなど経営分析ができるように検討されたい。 

業務仕様書では、備品管理台帳を作成し、管理物品及び指定管理者が調達した

物品の管理を行うこととしており、台帳に記載する事項についても示されている。

市と指定管理者の財産を適切に管理するためにも、記載内容を検討し改善された

い。 

また、事業計画書と事業報告書に記載してある計画数値に相違がある点につい

ては、指定管理者の公募時の計画の数字ではなく、社会変動も踏まえ、適切な数

値にする必要がある。 

 

（２）京丹後市天女の里交流施設 

コテージ、キャンプ場の利用者数は前年度と比べ大きく減少しているが、利用

料の改定の影響もあり、収入は若干の減少となっている。 
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施設は平成１２年度に開所しており、２５年が経過しているため、木造で風雨

にさらされているキャンプサイトなどは老朽化しているが、修繕についても現状

復旧するだけではなく、利用者が利用しやすいよう、必要に応じ適切に修繕され

ていることが確認できた。 

備品管理については、台帳を作成し、管理物品及び指定管理者が調達した物品

の管理を行うこととなっており、台帳に記載する事項についても示されている。

指定管理者が調達した物品は、別途本社の方で管理がされているとのことであっ

たが、日常管理も含め、現場で速やかに判断対応するためにも、当該施設に備品

管理台帳を設置されたい。 

引き続き地域住民の交流や市外からの利用者も、安定した利用に繋がるよう運

営に努めていただきたい。 

 

（３）所管課関係 

指定管理者は、指定管理業務を一括して委託することはできないが、承認を受

けた上で委託することができる。 

所管課は、指定管理者と現状を共有し、協定書等に定める手続きが行えるよう

指導等を行う必要があるが、第三者委託における承認について、一部、届出の確

認できないものがあった。 

基本協定書や業務仕様書において、市への届出、報告が必要とされているもの

は、漏らすことなく規定を順守するよう努められたい。 

また承認申請等の手続きにおいて、収受文書への受付印や、起案への施行日、

完了日等の記入がされていないものがあったが、適切な事務の執行に努められた

い。 

 

 

 

 


